
 

一 

 
 

 

短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）［
第
一
条
関
係
］ 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
合
理
的
と
認
め
ら
れ
な
い
待
遇
の
禁
止
） 

第
八
条 

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
基
本
給
、

賞
与
、
退
職
手
当
そ
の
他
の
待
遇
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
当
該
待
遇
に
対

応
す
る
通
常
の
労
働
者
の
待
遇
と
の
間
に
お
い
て
、
当
該
短
時
間
・
有
期
雇

用
労
働
者
及
び
通
常
の
労
働
者
の
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
に
伴
う
責
任

の
程
度
（
以
下
「
職
務
の
内
容
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
就
業
の
実
態
等
の
う
ち
、

当
該
待
遇
の
性
質
及
び
当
該
待
遇
を
行
う
目
的
に
照
ら
し
て
適
切
と
認
め
ら

れ
る
も
の
を
考
慮
し
て
、
合
理
的
と
認
め
ら
れ
な
い
相
違
を
設
け
て
は
な
ら

な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
賞
与
、
退
職
手
当
そ
の
他
の
待
遇
で
あ
っ
て
賃
金
の
後

払
又
は
継
続
的
な
勤
務
に
対
す
る
功
労
報
償
の
性
質
を
含
む
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
該
待
遇
を
当
該
性
質
を
有
す
る
部
分
と
そ
の
他
の
部
分
に
区
分
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
性
質
を
有
す
る
部
分
に
係
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
そ
の
他
就
業
の
実
態
等
の
う
ち
、
当
該
待
遇
の
性
質
及
び
当
該
待
遇
を

行
う
目
的
に
照
ら
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、「
並
び
に

勤
続
期
間
」
と
す
る
。 

 

 

（
不
合
理
な
待
遇
の
禁
止
） 

第
八
条 

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
基
本
給
、

賞
与
そ
の
他
の
待
遇
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
当
該
待
遇
に
対
応
す
る
通
常

の
労
働
者
の
待
遇
と
の
間
に
お
い
て
、
当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
及

び
通
常
の
労
働
者
の
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
に
伴
う
責
任
の
程
度
（
以

下
「
職
務
の
内
容
」
と
い
う
。
）
、
当
該
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲

そ
の
他
の
事
情
の
う
ち
、
当
該
待
遇
の
性
質
及
び
当
該
待
遇
を
行
う
目
的
に

照
ら
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
考
慮
し
て
、
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る

相
違
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

        



  

二 

 
（
通
常
の
労
働
者
と
同
視
す
べ
き
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
対
す
る
差

別
的
取
扱
い
の
禁
止
） 

第
九
条 
事
業
主
は
、
職
務
の
内
容
が
通
常
の
労
働
者
と
同
一
の
短
時
間
・
有

期
雇
用
労
働
者
（
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
職
務
内
容
同
一
短
時
間
・
有

期
雇
用
労
働
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変

更
の
範
囲
が
当
該
通
常
の
労
働
者
の
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲

と
実
質
的
に
同
一
で
あ
る
も
の
（
次
条
及
び
同
項
に
お
い
て
「
通
常
の
労
働

者
と
同
視
す
べ
き
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
基
本
給
、
賞
与
、

退
職
手
当
そ
の
他
の
待
遇
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て

は
な
ら
な
い
。 

   

（
事
業
主
が
講
ず
る
措
置
の
内
容
等
の
説
明
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
か
ら
求
め
が
あ

っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働

者
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

 

（
通
常
の
労
働
者
と
同
視
す
べ
き
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
対
す
る
差

別
的
取
扱
い
の
禁
止
） 

第
九
条 

事
業
主
は
、
職
務
の
内
容
が
通
常
の
労
働
者
と
同
一
の
短
時
間
・
有

期
雇
用
労
働
者
（
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
職
務
内
容
同
一
短
時
間
・
有

期
雇
用
労
働
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
慣
行
そ
の

他
の
事
情
か
ら
み
て
、
当
該
事
業
主
と
の
雇
用
関
係
が
終
了
す
る
ま
で
の
全

期
間
に
お
い
て
、
そ
の
職
務
の
内
容
及
び
配
置
が
当
該
通
常
の
労
働
者
の
職

務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
と
同
一
の
範
囲
で
変
更
さ
れ
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
も
の
（
次
条
及
び
同
項
に
お
い
て
「
通
常
の
労
働
者
と
同
視
す

べ
き
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
短
時
間
・
有

期
雇
用
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
基
本
給
、
賞
与
そ
の
他
の
待

遇
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
事
業
主
が
講
ず
る
措
置
の
内
容
等
の
説
明
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
か
ら
求
め
が
あ

っ
た
と
き
は
、
当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
間

の
待
遇
の
相
違
の
内
容
及
び
理
由
並
び
に
第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に

よ
り
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
決
定
を
す
る
に

当
た
っ
て
考
慮
し
た
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
に

説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

三 

 
一 

当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
間
の
待
遇
の

相
違
の
内
容
及
び
理
由
（
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
反
す
る
も
の
で

は
な
い
と
判
断
し
た
理
由
を
含
む
。
） 

 

二 

第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
項
に
関
す
る
決
定
を
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た
事
項 

 

三 

労
働
者
の
職
務
の
価
値
の
評
価
等
を
踏
ま
え
た
賃
金
体
系
そ
の
他
の
待

遇
の
決
定
に
関
す
る
基
準
の
う
ち
当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
及
び

対
応
通
常
労
働
者
（
当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
職
務
の
内
容
に

対
応
す
る
通
常
の
労
働
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の 

 

四 

前
号
の
基
準
に
従
っ
た
当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
及
び
対
応
通

常
労
働
者
の
賃
金
そ
の
他
の
待
遇
の
決
定
の
方
法 

 

五 

教
育
訓
練
の
実
施
の
状
況 

 

六 

福
利
厚
生
施
設
の
利
用
に
係
る
規
則 

３ 

事
業
主
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
行
う
と
き
は
、
適
切
な
資
料

を
用
い
て
具
体
的
に
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
通
常
の
労
働
者
に
対
す
る
労
働
条
件
の
説
明
に
用
い
た
資
料
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
資
料
を
併
せ
て
用
い
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

事
業
主
は
、
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
が
第
二
項
の
求
め
を
し
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他

不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

   

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

    

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

   
３ 
事
業
主
は
、
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
が
前
項
の
求
め
を
し
た
こ
と
を

理
由
と
し
て
、
当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他
不

利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 



  

四 

○
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
［
第
二
条
関
係
］ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
合
理
的
と
認
め
ら
れ
な
い
待
遇
の
禁
止
等
） 

第
三
十
条
の
三 
派
遣
元
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
の
基
本
給
、

賞
与
、
退
職
手
当
そ
の
他
の
待
遇
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
当
該
待
遇
に
対

応
す
る
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
の
待
遇
と
の
間
に
お
い
て
、

当
該
派
遣
労
働
者
及
び
通
常
の
労
働
者
の
職
務
の
内
容
そ
の
他
就
業
の
実
態

等
の
う
ち
、
当
該
待
遇
の
性
質
及
び
当
該
待
遇
を
行
う
目
的
に
照
ら
し
て
適

切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
考
慮
し
て
、
合
理
的
と
認
め
ら
れ
な
い
相
違
を
設

け
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
賞
与
、
退
職
手
当
そ
の
他
の
待
遇
で
あ
つ
て
賃
金
の
後

払
又
は
継
続
的
な
勤
務
に
対
す
る
功
労
報
償
の
性
質
を
含
む
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
該
待
遇
を
当
該
性
質
を
有
す
る
部
分
と
そ
の
他
の
部
分
に
区
分
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
性
質
を
有
す
る
部
分
に
係
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
そ
の
他
就
業
の
実
態
等
の
う
ち
、
当
該
待
遇
の
性
質
及
び
当
該
待
遇
を

行
う
目
的
に
照
ら
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、「
及
び
勤

続
期
間
」
と
す
る
。 

３ 

派
遣
元
事
業
主
は
、
職
務
の
内
容
が
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働

者
と
同
一
の
派
遣
労
働
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更

 

（
不
合
理
な
待
遇
の
禁
止
等
） 

第
三
十
条
の
三 

派
遣
元
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
の
基
本
給
、

賞
与
そ
の
他
の
待
遇
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
当
該
待
遇
に
対
応
す
る
派
遣

先
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
の
待
遇
と
の
間
に
お
い
て
、
当
該
派
遣
労

働
者
及
び
通
常
の
労
働
者
の
職
務
の
内
容
、
当
該
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の

変
更
の
範
囲
そ
の
他
の
事
情
の
う
ち
、
当
該
待
遇
の
性
質
及
び
当
該
待
遇
を

行
う
目
的
に
照
ら
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
考
慮
し
て
、
不
合
理
と

認
め
ら
れ
る
相
違
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

       

２ 

派
遣
元
事
業
主
は
、
職
務
の
内
容
が
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働

者
と
同
一
の
派
遣
労
働
者
で
あ
つ
て
、
当
該
労
働
者
派
遣
契
約
及
び
当
該
派



 

五 

の
範
囲
が
当
該
通
常
の
労
働
者
の
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
と

実
質
的
に
同
一
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
基
本
給
、

賞
与
、
退
職
手
当
そ
の
他
の
待
遇
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
当
該
待
遇
に
対

応
す
る
当
該
通
常
の
労
働
者
の
待
遇
に
比
し
て
不
利
な
も
の
と
し
て
は
な
ら

な
い
。 

    

第
三
十
条
の
四 

派
遣
元
事
業
主
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ

の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お

い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
に
よ
り
、

そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
の
待
遇
（
第
四
十
条
第
二
項
の
教
育
訓
練
、
同

条
第
三
項
の
福
利
厚
生
施
設
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
係

る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
前
条
の
規
定
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
に
属
す

る
派
遣
労
働
者
の
待
遇
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
、
第
四

号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
つ
て
当
該
協
定
で
定
め
た
も
の
を

遵
守
し
て
い
な
い
場
合
又
は
第
三
号
に
関
す
る
当
該
協
定
の
定
め
に
よ
る
公

正
な
評
価
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

遣
先
に
お
け
る
慣
行
そ
の
他
の
事
情
か
ら
み
て
、
当
該
派
遣
先
に
お
け
る
派

遣
就
業
が
終
了
す
る
ま
で
の
全
期
間
に
お
い
て
、
そ
の
職
務
の
内
容
及
び
配

置
が
当
該
派
遣
先
と
の
雇
用
関
係
が
終
了
す
る
ま
で
の
全
期
間
に
お
け
る
当

該
通
常
の
労
働
者
の
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
と
同
一
の
範
囲

で
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
理
由
が
な

く
、
基
本
給
、
賞
与
そ
の
他
の
待
遇
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
当
該
待
遇
に
対

応
す
る
当
該
通
常
の
労
働
者
の
待
遇
に
比
し
て
不
利
な
も
の
と
し
て
は
な
ら

な
い
。 

 

第
三
十
条
の
四 

派
遣
元
事
業
主
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ

の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お

い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
に
よ
り
、

そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
の
待
遇
（
第
四
十
条
第
二
項
の
教
育
訓
練
、
同

条
第
三
項
の
福
利
厚
生
施
設
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
係

る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
前
条
の
規
定
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
に
属
す

る
派
遣
労
働
者
の
待
遇
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
、
第
四

号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
つ
て
当
該
協
定
で
定
め
た
も
の
を

遵
守
し
て
い
な
い
場
合
又
は
第
三
号
に
関
す
る
当
該
協
定
の
定
め
に
よ
る
公

正
な
評
価
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 



  

六 

 
一 

そ
の
待
遇
が
当
該
協
定
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
派
遣

労
働
者
の
範
囲 

 

二 
前
号
に
掲
げ
る
範
囲
に
属
す
る
派
遣
労
働
者
の
賃
金
の
決
定
の
方
法

（
次
の
イ
及
び
ロ
（
通
勤
手
当
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
イ
）
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

イ 

派
遣
労
働
者
が
従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
一
般
の

労
働
者
の
平
均
的
な
賃
金
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

と
同
等
以
上
の
賃
金
の
額
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

派
遣
労
働
者
の
職
務
の
内
容
、
職
務
の
成
果
、
意
欲
、
能
力
又
は
経
験

そ
の
他
の
就
業
の
実
態
に
関
す
る
事
項
の
向
上
が
あ
つ
た
場
合
に
賃
金

が
改
善
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

派
遣
元
事
業
主
は
、
前
号
に
掲
げ
る
賃
金
の
決
定
の
方
法
に
よ
り
賃
金

を
決
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
派
遣
労
働
者
の
職
務
の
内
容
、
職
務
の
成

果
、
意
欲
、
能
力
又
は
経
験
そ
の
他
の
就
業
の
実
態
に
関
す
る
事
項
を
公

正
に
評
価
し
、
そ
の
賃
金
を
決
定
す
る
こ
と
。 

 

四 

第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
に
属
す
る
派
遣
労
働
者
の
待
遇
（
賃
金
を
除
く
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
決
定
の
方
法
（
派
遣
労
働
者
の
待
遇
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
当
該
待
遇
に
対
応
す
る
派
遣
元
事
業
主
に
雇
用
さ

れ
る
通
常
の
労
働
者
（
派
遣
労
働
者
を
除
く
。
）
の
待
遇
と
の
間
に
お
い
て
、

当
該
派
遣
労
働
者
及
び
通
常
の
労
働
者
の
職
務
の
内
容
そ
の
他
就
業
の
実

態
等
の
う
ち
、
当
該
待
遇
の
性
質
及
び
当
該
待
遇
を
行
う
目
的
に
照
ら
し

 

一 

そ
の
待
遇
が
当
該
協
定
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
派
遣

労
働
者
の
範
囲 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
範
囲
に
属
す
る
派
遣
労
働
者
の
賃
金
の
決
定
の
方
法

（
次
の
イ
及
び
ロ
（
通
勤
手
当
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
イ
）
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

イ 

派
遣
労
働
者
が
従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
一
般
の

労
働
者
の
平
均
的
な
賃
金
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

と
同
等
以
上
の
賃
金
の
額
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

派
遣
労
働
者
の
職
務
の
内
容
、
職
務
の
成
果
、
意
欲
、
能
力
又
は
経
験

そ
の
他
の
就
業
の
実
態
に
関
す
る
事
項
の
向
上
が
あ
つ
た
場
合
に
賃
金

が
改
善
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

派
遣
元
事
業
主
は
、
前
号
に
掲
げ
る
賃
金
の
決
定
の
方
法
に
よ
り
賃
金

を
決
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
派
遣
労
働
者
の
職
務
の
内
容
、
職
務
の
成

果
、
意
欲
、
能
力
又
は
経
験
そ
の
他
の
就
業
の
実
態
に
関
す
る
事
項
を
公

正
に
評
価
し
、
そ
の
賃
金
を
決
定
す
る
こ
と
。 

 

四 

第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
に
属
す
る
派
遣
労
働
者
の
待
遇
（
賃
金
を
除
く
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
決
定
の
方
法
（
派
遣
労
働
者
の
待
遇
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
当
該
待
遇
に
対
応
す
る
派
遣
元
事
業
主
に
雇
用
さ

れ
る
通
常
の
労
働
者
（
派
遣
労
働
者
を
除
く
。
）
の
待
遇
と
の
間
に
お
い
て
、

当
該
派
遣
労
働
者
及
び
通
常
の
労
働
者
の
職
務
の
内
容
、
当
該
職
務
の
内

容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
そ
の
他
の
事
情
の
う
ち
、
当
該
待
遇
の
性
質



 

七 

て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
考
慮
し
て
、
合
理
的
と
認
め
ら
れ
な
い
相

違
が
生
じ
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

  

五 

派
遣
元
事
業
主
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
に
属
す
る
派
遣
労
働
者
に

対
し
て
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
こ

と
。 

 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項 

２ 

前
項
の
協
定
を
締
結
し
た
派
遣
元
事
業
主
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
協
定
を
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
周
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

  

（
職
務
の
内
容
等
を
勘
案
し
た
賃
金
の
決
定
） 

第
三
十
条
の
五 

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者

と
の
均
衡
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
（
第
三
十
条
の
三

第
三
項
の
派
遣
労
働
者
及
び
前
条
第
一
項
の
協
定
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

待
遇
と
さ
れ
る
派
遣
労
働
者
（
以
下
「
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
」
と
い
う
。
）

を
除
く
。
）
の
職
務
の
内
容
、
職
務
の
成
果
、
意
欲
、
能
力
又
は
経
験
そ
の
他

の
就
業
の
実
態
に
関
す
る
事
項
を
勘
案
し
、
そ
の
賃
金
（
通
勤
手
当
そ
の
他

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
決
定
す
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

及
び
当
該
待
遇
を
行
う
目
的
に
照
ら
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
考

慮
し
て
、
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
相
違
が
生
じ
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の

に
限
る
。
） 

 

五 

派
遣
元
事
業
主
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
に
属
す
る
派
遣
労
働
者
に

対
し
て
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
こ

と
。 

 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項 

２ 

前
項
の
協
定
を
締
結
し
た
派
遣
元
事
業
主
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
協
定
を
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
周
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

  

（
職
務
の
内
容
等
を
勘
案
し
た
賃
金
の
決
定
） 

第
三
十
条
の
五 

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者

と
の
均
衡
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
（
第
三
十
条
の
三

第
二
項
の
派
遣
労
働
者
及
び
前
条
第
一
項
の
協
定
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

待
遇
と
さ
れ
る
派
遣
労
働
者
（
以
下
「
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
」
と
い
う
。
）

を
除
く
。
）
の
職
務
の
内
容
、
職
務
の
成
果
、
意
欲
、
能
力
又
は
経
験
そ
の
他

の
就
業
の
実
態
に
関
す
る
事
項
を
勘
案
し
、
そ
の
賃
金
（
通
勤
手
当
そ
の
他

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
決
定
す
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 



  

八 

 
（
待
遇
に
関
す
る
事
項
等
の
説
明
） 

第
三
十
一
条
の
二 

（
略
） 

２
・
３ 
（
略
） 

４ 

派
遣
元
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と

き
は
、
当
該
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

    

一 

当
該
派
遣
労
働
者
と
第
二
十
六
条
第
八
項
に
規
定
す
る
比
較
対
象
労
働

者
（
第
三
号
に
お
い
て
単
に
「
比
較
対
象
労
働
者
」
と
い
う
。
）
と
の
間
の

待
遇
の
相
違
の
内
容
及
び
理
由
（
第
三
十
条
の
三
の
規
定
に
反
す
る
も
の

で
は
な
い
と
判
断
し
た
理
由
を
含
む
。
） 

 

二 

第
三
十
条
の
三
か
ら
第
三
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
講
ず

べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
決
定
を
す
る
に
当
た
つ
て
考
慮

し
た
事
項 

 

三 

労
働
者
の
職
務
の
価
値
の
評
価
等
を
踏
ま
え
た
賃
金
体
系
そ
の
他
の
待

遇
の
決
定
に
関
す
る
基
準
の
う
ち
当
該
派
遣
労
働
者
及
び
比
較
対
象
労
働

者
に
係
る
も
の 

 

四 

前
号
の
基
準
に
従
つ
た
当
該
派
遣
労
働
者
の
賃
金
そ
の
他
の
待
遇
の
決

定
の
方
法 

 

（
待
遇
に
関
す
る
事
項
等
の
説
明
） 

第
三
十
一
条
の
二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

派
遣
元
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と

き
は
、
当
該
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
当
該
派
遣
労
働
者
と
第
二
十
六
条
第
八

項
に
規
定
す
る
比
較
対
象
労
働
者
と
の
間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容
及
び
理
由

並
び
に
第
三
十
条
の
三
か
ら
第
三
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
講

ず
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
決
定
を
す
る
に
当
た
つ
て
考
慮

し
た
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

    

（
新
設
） 

   
（
新
設
） 

   

（
新
設
） 

 



 

九 

 
五 

派
遣
先
に
お
け
る
教
育
訓
練
の
実
施
の
状
況 

 

六 
派
遣
先
に
お
け
る
福
利
厚
生
施
設
の
利
用
に
係
る
規
則 

５ 

派
遣
元
事
業
主
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
行
う
と
き
は
、
適
切

な
資
料
を
用
い
て
具
体
的
に
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
が
第
四
項
の
求
め
を
し
た
こ
と
を
理
由

と
し
て
、
当
該
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し

て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
苦
情
の
自
主
的
解
決
） 

第
四
十
七
条
の
五 

派
遣
元
事
業
主
は
、
第
三
十
条
の
三
、
第
三
十
条
の
四
及

び
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
定
め
る
事
項
に
関
し
、
派

遣
労
働
者
か
ら
苦
情
の
申
出
を
受
け
た
と
き
、
又
は
派
遣
労
働
者
が
派
遣
先

に
対
し
て
申
し
出
た
苦
情
の
内
容
が
当
該
派
遣
先
か
ら
通
知
さ
れ
た
と
き

は
、
そ
の
自
主
的
な
解
決
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

５ 

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
が
前
項
の
求
め
を
し
た
こ
と
を
理
由
と

し
て
、
当
該
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て

は
な
ら
な
い
。 

 

（
苦
情
の
自
主
的
解
決
） 

第
四
十
七
条
の
五 

派
遣
元
事
業
主
は
、
第
三
十
条
の
三
、
第
三
十
条
の
四
及

び
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る
事
項
に
関
し
、
派

遣
労
働
者
か
ら
苦
情
の
申
出
を
受
け
た
と
き
、
又
は
派
遣
労
働
者
が
派
遣
先

に
対
し
て
申
し
出
た
苦
情
の
内
容
が
当
該
派
遣
先
か
ら
通
知
さ
れ
た
と
き

は
、
そ
の
自
主
的
な
解
決
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

 
 

 
 



  

一
〇 

○
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
［
第
三
条
関
係
］ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
労
働
契
約
の
原
則
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

労
働
契
約
は
、
労
働
者
及
び
使
用
者
が
、
労
働
者
の
職
務
の
価
値
の
適
正

な
評
価
を
踏
ま
え
、
均
衡
及
び
均
等
を
考
慮
し
つ
つ
締
結
し
、
又
は
変
更
す

べ
き
も
の
と
す
る
。 

３
～
５ 

（
略
） 

  

（
労
働
契
約
の
内
容
の
理
解
の
促
進
） 

第
四
条 

使
用
者
は
、
労
働
者
に
提
示
す
る
労
働
条
件
及
び
労
働
契
約
の
内
容

に
つ
い
て
、
そ
の
合
理
性
を
含
め
具
体
的
に
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と

等
に
よ
り
、
労
働
者
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

（
労
働
契
約
の
原
則
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

労
働
契
約
は
、
労
働
者
及
び
使
用
者
が
、
就
業
の
実
態
に
応
じ
て
、
均
衡
を

考
慮
し
つ
つ
締
結
し
、
又
は
変
更
す
べ
き
も
の
と
す
る
。 

 

３
～
５ 

（
略
） 

  

（
労
働
契
約
の
内
容
の
理
解
の
促
進
） 

第
四
条 

使
用
者
は
、
労
働
者
に
提
示
す
る
労
働
条
件
及
び
労
働
契
約
の
内
容

に
つ
い
て
、
労
働
者
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

（
略
） 

 

 
 

 
 



 

一
一 

○
労
働
者
の
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
九
号
）
［
第
四
条
関
係
］ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条 

労
働
者
の
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
施
策
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

労
働
者
が
、
そ
の
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
ず
そ
の
従
事
す
る
職
務
に
応

じ
た
待
遇
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

二 

通
常
の
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
通
常
の
労
働
者
と
な
る
こ
と
を
含

め
、
労
働
者
が
そ
の
意
欲
及
び
能
力
に
応
じ
て
自
ら
の
希
望
す
る
雇
用
形

態
に
よ
り
就
労
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

三 

労
働
者
が
主
体
的
に
職
業
生
活
設
計
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和

四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
生
活
設

計
を
い
う
。
次
条
第
三
項
及
び
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
い
、
自
ら

の
選
択
に
応
じ
充
実
し
た
職
業
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
。 

 

四 

雇
用
形
態
に
よ
る
労
働
者
の
待
遇
に
つ
い
て
の
格
差
の
是
正
は
、
通
常

の
労
働
者
の
待
遇
の
低
下
に
よ
る
こ
と
な
く
、
通
常
の
労
働
者
以
外
の
労

働
者
の
待
遇
の
改
善
に
よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

（
国
の
責
務
等
） 

 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条 

（
略
） 

  

一
～
三 

（
略
） 

          
（
新
設
） 

    

（
国
の
責
務
等
） 



  

一
二 

第
三
条 

国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
労
働
者
の
職
務
に
応
じ
た

待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

２ 

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
待
遇
に
つ
い
て
の
雇
用
形
態
に
よ

る
格
差
の
是
正
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
通
常
の
労
働
者
の
待
遇
の
低
下
に

よ
る
こ
と
な
く
、
通
常
の
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
待
遇
の
改
善
に
よ
り
行

う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
事
業
主
は
、
国
が
実
施
す
る
労

働
者
の
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

労
働
者
は
、
職
業
生
活
設
計
を
行
う
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
る
と
と
も
に
、
主
体
的
に
こ
れ
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
条 

（
略
） 

 

２ 

事
業
主
は
、
国
が
実
施
す
る
労
働
者
の
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
確
保
等
の

た
め
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

    

３ 

（
略
） 

 
 

 
 



 

一
三 

○
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）［
附
則
第
三
条
関
係
］ 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
労
働
者
派
遣
法
の
規
定
の
読
替
え
適
用
等
） 

第
四
十
四
条 
第
十
五
条
第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
送
出
事
業
主
が
行

う
建
設
業
務
労
働
者
就
業
機
会
確
保
事
業
に
関
し
て
は
、
労
働
者
派
遣
法
第

二
章
第
二
節
、
第
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二

十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第

一
項
第
三
号
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
五
条
の
三
、
第
三
十
五
条
の
四
第

二
項
、
第
三
十
五
条
の
五
、
第
四
十
条
の
三
か
ら
第
四
十
条
の
五
ま
で
、
第
四

十
条
の
六
第
一
項
第
四
号
、
第
四
十
条
の
九
、
第
四
十
七
条
の
十
一
、
第
四
十

八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
五
十
四
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の

と
し
、
労
働
者
派
遣
法
の
他
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
雇
用
管
理
責
任

者
を
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
派
遣
元
責
任
者
と
、
送
出
事

業
主
を
労
働
者
派
遣
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
派
遣
元
事
業
主
と
、
受

入
事
業
主
を
同
号
に
規
定
す
る
派
遣
先
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
労
働
者
派
遣
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
二
十
六
条
第
三
項
か

ら
第
七
項
ま
で
及
び
第

九
項
、
第
二
十
七
条
か 

労
働
者
派
遣
契
約 

建
設
業
務
労
働

者
就
業
機
会
確

保
契
約 

 

（
労
働
者
派
遣
法
の
規
定
の
読
替
え
適
用
等
） 

第
四
十
四
条 

第
十
五
条
第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
送
出
事
業
主
が
行

う
建
設
業
務
労
働
者
就
業
機
会
確
保
事
業
に
関
し
て
は
、
労
働
者
派
遣
法
第

二
章
第
二
節
、
第
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二

十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第

一
項
第
三
号
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
五
条
の
三
、
第
三
十
五
条
の
四
第

二
項
、
第
三
十
五
条
の
五
、
第
四
十
条
の
三
か
ら
第
四
十
条
の
五
ま
で
、
第
四

十
条
の
六
第
一
項
第
四
号
、
第
四
十
条
の
九
、
第
四
十
七
条
の
十
一
、
第
四
十

八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
五
十
四
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の

と
し
、
労
働
者
派
遣
法
の
他
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
雇
用
管
理
責
任

者
を
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
派
遣
元
責
任
者
と
、
送
出
事

業
主
を
労
働
者
派
遣
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
派
遣
元
事
業
主
と
、
受

入
事
業
主
を
同
号
に
規
定
す
る
派
遣
先
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
労
働
者
派
遣
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
二
十
六
条
第
三
項
か

ら
第
七
項
ま
で
及
び
第

九
項
、
第
二
十
七
条
か 

労
働
者
派
遣
契
約 

建
設
業
務
労
働

者
就
業
機
会
確

保
契
約 



  

一
四 

 

ら
第
二
十
九
条
の
二
ま

で
、
第
三
十
九
条
、
第
四

十
一
条
第
一
号
ロ
、
第

四
十
四
条
第
二
項
及
び

第
三
項
、
第
四
十
五
条

第
六
項
並
び
に
第
四
十

九
条
第
二
項 

 
 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

 

ら
第
二
十
九
条
の
二
ま

で
、
第
三
十
条
の
三
第

二
項
、
第
三
十
九
条
、
第

四
十
一
条
第
一
号
ロ
、

第
四
十
四
条
第
二
項
及

び
第
三
項
、
第
四
十
五

条
第
六
項
並
び
に
第
四

十
九
条
第
二
項 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 


